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第１ 学校教育活動の方針 

 

１ 学習指導の方針 

(1)  普通教科・系の学習活動の方針 

ア 教科ごとに適宜研修会をもうけ、生徒の実態に応じた指導法、教材の開発、評価の方法

等を検討し、その改善に努める。 

イ 教科間の連携を強めるため、教科主任会議を定期的に開いて、教科相互間の指導方法や

評価法に関する意見交換を行う。 

ウ 全般的な学習指導の在り方については、首席会・科系長会等で検討し、職員会議で教員

の共通理解を深める。 

エ 公開研究授業を積極的に行い、指導法の改善と授業力の向上に努める。 

オ 校外の研修や、研究会・見学会等にも積極的に参加し、指導力の充実に努める。 

 

(2)  普通科 

ア 国語科 

(ｱ) 思想や感情を伝えるため、目的や場に応じて正しく的確に表現する能力を養う。 

(ｲ) 現代文や古典に親しみ、我が国の言語文化を担う態度を養う。 

(ｳ) 講話や説明、人の意見をよく聞き、理解する態度を養う。 

(ｴ) 常用漢字及びその他のよく使う漢字を完全に習得させる。各学年において漢字の宿題

を随時提出させる。 

(ｵ) 社会人として必要な、作文能力を養う。 

 

イ 社会科（地理歴史科、公民科） 

(ｱ) 社会と人間に関する基本的な問題について理解と認識を深め、社会に対する判断力と

人間の生き方について自ら考える力を養い、人間性豊かな社会人の育成に努める。 

(ｲ) 視聴覚教材の掲示等においてＩＣＴ機器を活用し、生徒の興味・関心を軸に教科学習の

深化を図る。 

 

ウ 数学科 

(ｱ) 第１学年の数学Ⅰでは、習熟度別授業を実施し、到達度の差を補い、基本事項の正確な

理解と把握する力をつける。 

(ｲ) 生徒の理解度に合わせた教材を用いて、積極的に学習できるように心がける。 

(ｳ) 机間巡視時に、理解の不十分な生徒には個別指導を行い、理解の速い生徒には、発展的

な課題を与える。 

(ｴ) 計算力を養うため、演習の時間を取り入れる。 

 

エ 理科 

(ｱ) 自然現象を理解するために必要な、科学的判断力を習得させる。 

(ｲ) 工科高校の生徒として必要な、基本的知識・法則の概念を習得させる。 
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(ｳ) 効果的な講義、演示実験やＩＣＴの活用により講義内容の充実を図り、プリント等で

その効果を把握しながら適切な指導を行う。 

 

オ 保健体育科 

(ｱ) 生徒の体力・能力の実態を知り、集団指導の中で個々の能力をより高めるため、次の

事項に重点をおく。 

a 施設の活用と教材整備 

b 授業中における事故防止 

c 教材研究と創意工夫 

d 視聴覚教材の拡充（ＩＣＴ機器の活用） 

e スポーツテストの完全実施 

(ｲ) 教員相互間で不得意の教材を選び研究履修し、研究授業によりさらに指導技術の向上

を図る。 

(ｳ) 生涯体育の重要性を理解させ、健康の大切さを認識させる。 

 

カ 美術科 

(ｱ) 多くのものを見たり、感じたり、考えたりしてゆく中で、表現する力を養い、適切な

教材、題材で素直に作品を作りだしていく態度を育てる。 

(ｲ) 生徒の多様な興味や適性を把握し、高い効果を求める。 

(ｳ) 基礎的な事項を明確に理解させ、その土台のうえにたって、生徒個々の要求にしたが

って表現活動に展開していく。 

(ｴ) 作品を作るだけにとどまらず、その鑑賞や展示を通じて作者とのふれあいをはかり、      

社会生活との関係についても考えさせる。 

 

キ 英語科 

(ｱ) 指導重点項目 

a 工業技術者に要求される英語力の基礎を養成するため、「読む・書く・聞く・話す」の

４つの技能のバランスのとれた学力を身につけさせるよう指導する。 

b 視聴覚教材を活用し、英語の歌や映画など生徒の興味・関心に沿った内容の、生きた

英語に触れる機会を重視した指導を行う。 

c 中学英語の基本的な重要事項の復習と整理を行い、英語の基礎学力を身につけさせる

よう指導する。 

d 外国人指導助手とのチームティーチングによって、生徒に生きた英語や異文化に触れ

る機会を与え、生徒の英語学習への興味を高め異文化に対する関心や理解を深める。 

e 専門教科との関連を十分配慮しながら、工業技術者に要求される工業技術英語の基礎

を学べるように配慮する。 

(ｲ) 指導について常に振り返り、教育的識見と教養を身につけるよう努め事情の許す限り

他校の英語授業を参観し、指導者との意見の交換を行うよう努める。また研修・講習

会に進んで出席し、校内においても定期的に会合をもち、指導法について研究する。 
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ク 家庭科 

(ｱ) 実践的・体験的な学習を通して、生活に必要な基礎的・基本的な知識と技術を身につ

けさせるとともに、生活をより豊かにしようとする意欲や態度を育成する。 

(ｲ) 男女共同参画社会の推進、少子高齢化に対応し、家族のあり方や家族の人間関係、子

育ての意義や児童虐待の防止、高齢者介護など、時代のニーズに即した内容を様々な

手法を用いて展開する。 

(ｳ) ノーマライゼーションの精神に基づいた、ものづくりのできる人材を育成すべく、ユ

ニバーサルデザインについての知識や、障がい者体験の実習を充実させる。 

(ｴ) 視聴覚教材やＩＣＴ機器の活用を図り、学習の効果を高める。 

(ｵ) グラフや図の読み取り、自分で考える課題、グループワークなどの手法を用いて、よ

り深い学びとなることをめざす。                           

 

(3) 工業科 

ア 環境化学システム系 

化学物質の製造・分析、バイオテクノロジー、化学装置の運転、コンピュータ制御等、

工業化学の基礎的な技術を踏まえ、より専門的な化学分析技術や化学工場におけるシステ

ム技術に関する知識、環境調査や資源リサイクルなどの環境保全に対する知識、技術・技

能を学習する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専科名 趣  旨   ・   目  標 

環境システム 

環境保全や生活を豊かにしている工業製品の有効利用のため

の資源リサイクルに対する知識、技術・技能を身につけ、活用で

きる能力を育てる。また、生物工学（バイオテクノロジー）につ

いて基礎から応用までを学習する。 

・さまざまな資源のリサイクル方法についての学習や、バイオ

マス等を利用した自然との調和についての学習を行う。 

・生物工学を幅広く学び、発酵など身近なものから酵素や微生

物を利用した化学工業までを学習する。 

・化学プラントの利用技術や化学装置の安全な取扱いについて

学習する。また、環境を考えたエネルギー（燃料電池等）につ

いても学ぶ。 

・環境工学系、生物工学系、農学系大学等への接続もめざす。 

化学分析技術 

化学物質の製造等、工業化学の基礎について、環境問題にも触

れながら幅広く学ぶ。さらに、化学製品の分析や水質検査などの

環境分析を通して総合的な分析技術を身につけ、活用できる能

力を育てる。 

・化学分析の基礎から分析用機器を用いた応用までの技術を身

につける。 

・セッケン、染料、プラスチック、医薬品などの身近な化学製品

について学習する。 

・環境にやさしい化学技術について考え、環境保全に関する技

術を活用できる能力と態度を育む。 

・応用化学系大学、医療技術系専門学校等への接続もめざす。 
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イ 機械系 

機械設計・製図から機械加工・組立まで、実習体験に重点を置いて、ものづくりの楽し

さと技術の基礎・基本を学ぶ。具体的には、機械設計・製図、機械製作、機械の動力（エ

ンジン、空圧等）、材料技術などに加え、技術の複合化や高度化に対応できる制御技術や

ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュータによる設計・生産支援システム）等の分野を取り入れ、そ

の知識、技術・技能を身につける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専科名 趣  旨   ・   目  標 

機械技術 

機械に関する技術の基礎・基本のうえに、実習体験等をと

おして設計・製図から加工・組立までができる知識や技術・

技能を深化させ創造性を備えた「ものをつくる」人材を育成

する。また、自ら課題を発見し解決していく探究的な学習を

とおして「ものづくりに取り組む姿勢」を養う。 

 

・日常生活を支えている機械の仕組みや使用されている材料

について学ぶ。 

・旋盤､フライス盤等の工作機械による加工技術および溶接､

鋳造、鍛造等について、基礎から応用までを身につける。 

・機械製作に必要な製図の基礎を習得するとともに、ＣＡＤ／

ＣＡＭ等の高度な設計・製造のシステム等についても学ぶ。 

・実技体験を通して学んだ知識・技能を生かし、資格取得・各種

検定合格やコンクール出場をめざす。 

機械制御 

機械に関する技術の基礎・基本のうえに、機器の製作や制

御をとおして機械制御についての知識や技術・技能を深化さ

せ、創造性を備えた「ものをうごかす」人材を育成する。 

また、自ら課題を発見し解決していく、探究的な学習をと

おして「ものづくりに取り組む姿勢」を養う。 

 

・機械のメカニズムと動力伝達について学ぶ。 

・コンピュータによる自動制御の実習等を通して、機械を動か

すための技術の基礎から応用までを身につける。 

・簡単なメカトロニクス装置の設計や製作に取り組み、センサ

やアクチュエータ、制御の知識を深める。 

・実技体験を通して学んだ知識・技能を生かし、資格取得・各

種検定合格やコンクール出場をめざす。 
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ウ 電気系 

電気について基礎から学び、電気を実際に活用する知識や技術を習得する。 

具体的には電気機器と電力技術、電子工作、電気・電子の技術に加え、通信技

術やコンピュータに関する情報技術も取り入れた学習をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 工学系 大学進学専科 

   エンジニアとして必要な工業的センスを習得するため、工学系大学進学専科では環境化学

システム系、機械系、電気系のすべての系の基礎・基本を学ぶ。工業系高等学校に設置され

ている実際の機器を使った実験や実習を豊富に行い、大学で必要な情報教育にも対応する。

また、大学進学に特化したカリキュラムであり、数学・英語・理科の時間数を多くし、なお

かつ少人数授業で、理工系大学に求められる基礎学力を身につける。 

   １年生次から、大学と連携する「大学連携」の授業を行い、大学見学や特別授業、共同学

習などを実施し、早期からキャリアについて考える機会を多く設ける。 

 多様化する大学進学対策に備え、それぞれの系の資格取得にもチャレンジする。 

  

専科名  趣  旨   ・   目  標 

電気技術 

社会のさまざまな分野に利用されている電気エネルギーにつ

いて、環境問題も含めた有効な利用方法等を学び、電力技術に関

する基礎的な知識と技術を習得させ、実際に活用する能力と態度

を有する技術者を育成する。また、環境にやさしい太陽光発電や

クリーンエネルギーについても学習する。 

 

・産業界で使用されている発電機や変圧器などの電気機器につ

いて、実習を通して取扱いや原理を学ぶ。 

・工場や一般家庭で用いられている電力設備の省エネルギー技

術について学習する。 

・実習体験を通して電気工事や電子工作等に必要な基礎的知識、

技術・技能を体得させ、電気工事士や電気主任技術者等の国家

資格の取得をめざす。 

電子制御 

電気技術の基礎を学習したうえで、電子回路やデータ通信の基

礎を学び、ロボット等のコンピュータによる制御に関する基礎的

な知識と技術を習得し、実際に活用する能力と態度を有する技術

者を育成する。 

 

・制御に必要な各種センサ等の働きについて、具体的な事例を挙

げて学習する。 

・マルチメディアのデジタル化技術や情報通信技術に関する基

礎・基本を学習する。 

・実習体験を通して、コンピュータ等用いた各種の制御や電子工

作等に必要な基礎的知識、技術・技能を身につける。 

・電気工事士や工事担任者などの国家資格の取得をめざす。 
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(4) 学習指導の改善と留年・退学の防止 

学習到達度の低い生徒については、その実態と原因を明らかにし、個々の生徒に応じた 

指導内容や指導方法を、たえず点検しながら到達度を高める必要がある。具体的な方策と 

して以下に示す。 

 

ア 各教科において、基礎学力調査等により到達度の低い生徒の把握につとめ、調査結果を

分析してきめ細かい指導を継続的に行い、それぞれの生徒の到達度に応じた個別指導を

徹底する。 

イ 放課後、長期休業期間、短縮授業期間等を利用して、生徒の実態に応じた個人指導をき

め細かく行い、わかることのよろこびを体験させる。そのことによって学習意欲を喚起

し、自発的学習へと導くよう努める。 

ウ 学習到達度の低い生徒は、日常の生活態度そのものに問題がある場合が多いので、教科

指導のみでなく生活指導にも力を注ぎ、規律ある生活態度の育成を図る。 

エ 保護者との連絡を密にし、たえず情報交換を行って指導効果を高めるよう努める。また

家庭学習も計画的に行えるよう指導する。 

オ 進級・卒業の判定にあたっては、個々の生徒の状況を総合的に把握し、内規の弾力的な

運用に努める。 

   

(5) 年間授業日数の確保についての措置 

ア 代替授業 

年間行事予定において、気象警報その他不時の状況等により予定に変更が生じた場合は、

行事を調整し、代替授業を行い、年間授業日数を確保する。 

イ 交換授業 

教員の出張が予定されている場合や休暇等の場合は、時間割変更により交換授業を行う

か、課題を与えるなどを行い生徒の学習権を保障する。また、各曜日の授業回数を均一

化するため、年間行事予定編成時に曜日の振替を行う。 

ウ 休業日の利用 

休業日を利用して補充授業を行い、進度を調整するとともに教育課程の完全実施を図る。 

エ 定期健康診断を計画的に実施し、授業日数の確保と治療促進に努める。 

オ 授業時数を確保するため、工場見学等はできるだけ定期考査後の短縮授業期間中に実施

するよう計画する。 

 

２ 特別活動の方針 

(1) 校内外の生徒指導の体制を確立し、ホームルーム・学年別・系別指導の有機的組織化を図

り、民主的集団指導を定着させる。 

(2) 本校生として秩序ある集団生活をさせるとともに、自主自律の精神を養い、心身共に豊か

な人間の成長を図る。 

(3) 部活動や生徒会活動により、責任感・義務感を体得させる。また、困難なことを乗り越え

る体験を通して、チャレンジ精神を醸成する場とする。 
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(4) 生徒がより豊かな学校生活を送るため、部活動や生徒会活動が教職員と生徒のふれあいの

場となるよう教職員と生徒が一体となって活動の充実にあたる。 

(5) 能力の伸長を図り、部活動や生徒会活動への展開を図る。 

(6) 集団活動を通して友情を深め、望ましい人間関係を育てる。 

(7) 生徒会活動や各種委員会・議会の中で一人ひとりの役割と責任感を育て､各種行事への積

極的参加と取り組みを働きかける。それにより､高校生活に潤いを持ち､クラスメイトだけ

でなく学年を超えた意見交換や、協力してものごとをやり遂げる体験から、社会性を身に

つけさせると共に､母校愛を育てる。 

(8) 文化祭や体育祭、校外活動等の学校行事を通して、それぞれが持つ発想力やコミュニケー

ション力、協調性や計画性などの力を伸ばす機会とする。 

(9) 鑑賞行事においては、授業では学べないことをいろいろな映画や演劇等を鑑賞することで、

生徒の感性を育成し､心の豊かさや社会的なマナーの習得を養う。 

 

３ 道徳教育及び生徒指導の方針 

⚫ 生徒指導においては、全教職員が生徒に対して一貫した取り組みを行えるように運営の

改善を図る 

⚫ 日常の諸活動を通して、秩序ある集団生活の態度を養う。 

⚫ 事前指導を強化し、いじめや問題生徒・非行生徒の早期発見に努める。 

⚫ 覚せい剤乱用や出会い系サイトを利用した性非行、援助交際、凶器の所持と使用等の生

徒指導上の緊急課題が増加している状況を認識し、生徒をきめ細かく観察し、生徒の実

態を把握し関係諸機関と連携して指導にあたる。 

 

(1) 個別指導計画 

ア 一般生徒の指導 

常に生徒と接する機会を保ち、指導にあたっては厳正な態度と愛情をもって接し、保護

者との密接な協カによって個人指導を図る。礼儀・服装・遅刻など身近な問題を中心に、

生徒の社会的関心を正しく伸ばし、健全な判断力を養うように努める。 

 

イ 課題を抱える生徒、非行生徒の指導 

課題を抱える生徒については、個々の性質、行動、学業成績、家庭状況などについて総

合的に検討し、適切な指導に努める。 

特に非行生徒については、内容によって特別指導を行い、厳正かつ適切な指導により再

発の防止に努める。その際、特別指導の中で生徒が心から反省し、学校生活を送ること

ができるよう、きめ細かい指導を心掛ける。 

留年になった生徒に対しては、校内組織体制を確立し、適切な個人指導を図る。 

 

ウ 教育相談 

様々な課題を抱える生徒への対応として、相談室を開設し、生徒が自由に相談できる体

制を整える。必要に応じてスクールカウンセラーとの面談の取次ぎ等を行う。 
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課題を抱える生徒に対しては、早期に対応するため、入学時に『高校生活支援カード』

を基に生徒に聞き取りを行う。また、各学年と連携し、担任会や教科担当者会議等を通

して、細かく生徒の情報収集を行う。そのうえで定期的に教育相談会議を開き、課題を

抱える生徒への対応策を協議し、担任・家庭と連携しながら問題の解決を図っていく。 

 

(2) 集団指導計画及び道徳教育 

ア 生徒集会・学年集会等により、生徒の校内外の生活態度等について訓話し、指導・実践

に努める。 

イ 生徒の身近な「社会的礼儀やマナー」指導から、社会生活への適応性の向上に努める。 

ウ 部活動を通じ、生徒のバランスのとれた心身の成長や社会性、自主性・自立性の育成を

促すよう努める。 

エ ホームルーム・部活動・生徒会の指導にあたっては、その目的が達成できるよう、全職

員がその指導法を研究し、充実を図る。 

 

(3) 交通安全教育 

ア 交通事故防止のため、日常的に通学途上における交通マナーの向上を図る。新入生に対

して自転車安全講習会を実施し、事故防止指導を強化する。 

イ 単車については、生徒集会等を利用して指導するとともに、問題のある生徒については

保護者の協力のもと、個別指導を含む強力な指導を行う。 

 

４ 進路指導の方針 

(1) 進路指導の重点 

生徒が、現在・将来にわたっての生き方を考え、見通しを持って、主体的に自らの進路

を選択・決定できるような力を育成する。そのために、各学年の段階に応じて、進路へ

の関心を高めることができるよう、ガイダンスや面談等、継続的な指導を行う。 

 

(2) 進路情報（進路学習）の提供 

ア 資料の提供 

進路指導上必要な各種情報を広報する。その際、必要とする生徒の範囲を判断して広報

の方法を選択し、全員への資料配付、又は情報を必要とする生徒への資料配付、教室・

進路指導掲示板への掲示等とする。生徒ガイダンス、保護者説明会等の資料は、生徒の

家庭への情報提供となるように工夫する。 

イ 進路資料室の活用 

生徒・保護者に公開している進路資料室の有効な活用を図る。 

(ｱ) 保管している就職・進学先の資料（求人票、パンフレット、入学願書、過去の受験

報告書等）を整理し、必要な資料を効率的に見つけることができるように工夫する。 

(ｲ) 資料室のパソコン（学校情報ネットワーク端末）を公開し、インターネット等での

情報収集を生徒が自ら行えるように工夫する。 
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(3) 進路相談 

必要な時期に応じた進路アンケートや面談を通じて、生徒と保護者の希望を十分把握す

るように努め、その都度適切な助言や指導を行うようにする。 

進路指導室に、進路指導担当者が常駐することで、生徒、保護者の相談に即座に対応で

きる体制をつくる。また、各専門系に担当者を配置し、特に３年生の進路相談を密に行

うようにする。 

 

(4) 卒業後の動向把握 

卒業生の動向について、企業や進学先からの情報把握に努め、今後の進路指導の参考に

できるようにする。企業の(既卒者の)求人情報があれば記録し、求職する卒業生に情報

提供できるようにする。 

 

(5) 年間計画 

ア １学年でＣＥ（キャリアエデュケーション）、ＨＲで行う系・専科選択は、生徒との

面談を通して、将来の進路希望に合致した選択となるように指導する。 

 

イ 年間計画（概要）は以下の通りである。 

 

月 １年 ２年 ３年 

４ 

系選択の説明 
 
「社会のマナ

ーやルール」

について 

 

 

 

 

 

 

就職希望者 進学・公務員希望者 

進路希望調査 

第１回進路ガイダンス 第１回進学・公務員説明会 

（進路資料室オープン） 

５ 
系選択予備

調査 

 

 

 

 

 

第２回進路ガイダンス 第２回進学・公務員説明会 

保護者進路説明会（全体・進学・奨学金説明） 
 

模擬選択（前年実績での進路選択） 
 

企業訪問（～６月下旬） 

６ 

進路ガイダ

ンス 
 
各系の説明 
 
系選択保護者

説明会 

履歴書の書き方

について 

求人依頼送付（企業） 府大高専編入試験 

進路希望調査（進路コース決定） 

７ 系選択本調査 
インターンシップ 

 
（工場見学） 

求人票受付 
 

第３回進路ガイダンス 
 

応募前職場見学会 

 
 
第３回進学・公務員説明会 
 
オープンキャンパス参加 
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５ キャリア教育の方針 

(1) 本校におけるキャリア教育の位置づけ 

ア 自己理解・自己管理能力の育成 

(ｱ) 自分自身の可能性と肯定的な自己理解 

(ｲ) 企業見学・講演会・インターンシップ等の体験から専門科目の定着を図る 

(ｳ) 資格取得の奨励 

 

イ 人間関係形成・社会形成能力の育成 

(ｱ) コミュニケーション能力の育成 

(ｲ) 協調性の育成 

(ｳ) 職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度の育成 

 

ウ 課題対応能力の育成 

(ｱ) 専門科目の知識、技能の充実 

(ｲ) 職業観、勤労観の涵養 

(ｳ) 進路選択能力の育成 

 

(2) 目標 

ア 他者の個性を尊重し、自己の個性を発揮しながら、様々な人々とコミュニケーションを

図り、協力・共同してものごとに取り組む力を育成する。 

イ 学ぶこと・働くことの意義や役割及びその多様性を理解し、幅広く情報を活用して、自

己の進路や生き方の選択に生かす力を育成する。 

ウ 夢や希望を持って将来の生き方や生活を考え、社会の現実を踏まえながら、前向きに自

己の将来を設計する力を育成する。 

エ 自らの意志と責任でよりよい選択・決定を行うとともに、その過程での課題や葛藤に積

極的に取り組む力を育成する。 

 

８ 系決定 

 応募企業の 

選択・調整・決定  
 
応募書類作成・精査・訂正 

受験校の 

選択・調整・決定  
 

入学願書作成・点検 

面接練習（全教員で対応） 

９ 

履歴書の書き

方について 

 
面接練習（全教員で対応） 

応募書類発送・就職試験 公務員試験 

10  
第１回進路ガイ

ダンス 
（合同求人説明会） 大学・専門学校推薦入試 

１ 
専科の説明 
 
専科本調査 

第２回進路ガイ

ダンス 

 

 
大学入学共通テスト・一般入試 

２ 専科決定 企業説明会 （合同求人説明会）  
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(3) 各学年の目標及び取組 

ア 第１学年 

目標：「コミュニケーション力・自己理解・自己管理能力の育成」「３年後の進路を知る」 

(ｱ) キャリアエデュケーション（ＣＥ）、担当者による人生経験講和、多種多様な講演会 

(ｲ) 資格取得指導、学年遅刻指導、進路ガイダンス、良質な授業環境づくり、躾教育、部活

動による人間形成教育 

 

イ 第２学年 

目標：「自立型人間の育成」「仕事に関する様々なことがらについて知る」 

(ｱ) インターンシップ・企業見学・企業からの外部講師による講演会等の実施 

(ｲ) ＨＲにおける進路ガイダンス等のキャリア教育 

 

ウ 第３学年 

目標：「自己理解と適切な進路選択」「将来設計能力の育成」 

(ｱ) 就職試験・進学に向けた学力の自己認識と向上 

(ｲ) 面接試験に対応できるマナー指導と身だしなみ指導 

(ｳ) 離職対策として、職場訪問及び応募前職場見学、企業研究を積極的に取り組ませる 

(ｴ) 自己の適性を知るためのワークや面接指導及び社会人としてのマナー学習 

 

６ 人権尊重の教育の方針 

教職員自らが人権尊重の精神に徹し、憲法・教育基本法に則り、生徒の人権意識の確立を

図る。 

人権教育の目的や指導の原則について、学習会や講演会等を通して、全教職員の共通理解

を踏まえながら、自主的、民主的学習活動を進める。 

 

(1) 人権指導計画 

ア 全学年 

(ｱ) 人権教育委員会と学年団が連携し、全学年で年１回の人権教育講演会を実施する。 

(ｲ) ＨＲ等で人権に関する学習を実施し、人権意識の高揚を図る。 

(ｳ) 行事等の準備や実施のなかで、協力して行事を成功させる喜びをもつ。 

 

イ 第１学年 

(ｱ) オリエンテーション・・・集団行動を通して高校生としての自覚を促す。 

(ｲ) 拉致問題ＤＶＤ『めぐみ』を視聴する。 

(ｳ) ホームルーム討議 

・ ＨＲや行事等での集団行動を通して、他者を尊重し、配慮する態度を学ぶ。 

・ ＨＲ等での話し合いの中で、他者の意見を聞き自分の意見を反映させる態度を学ぶ。 

・ 日常の言葉使いや態度において、人それぞれの個性を尊重し、また自分自身の個性

を生かすよう考える。 
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ウ 第２学年 

ホームルーム討議：学年の目標「人権意識を醸成し、社会に適応できる人材の育成」 

・ 行事等を通じて、人に対する配慮や集団での規律などを学習する。 

・ 外部講師による人権学習講演会を実施し、人権について学習する。 

・ ＨＲ等の日常の会話や言葉遣いについて、他者の意見を聞き、自分の意見を反映さ

せる姿勢や人それぞれの個性を尊重する態度を学ぶ。 

 

エ 第３学年 

ホームルーム討議：学年の目標「将来、職業人として正しい人権意識をもって、人権を

損なわない働き方ができるよう学習していく。」 

・ 就職差別に関する学習を通して部落差別問題に取り組む。 

・ 面接での差別につながる質問について学習する。 

・ 職場でのパワハラ・セクハラについて学習する。 

・ ブラック企業や労働基準法違反事例について学習する。 

 

(2) 教職員研修計画 

ア 人権教育委員会 

(ｱ) 人権教育企画・立案・実施 

(ｲ) 次年度の人権教育計画作成 

(ｳ) 人権教育総括と方針の作成 

 

イ 講演会 

人権教育委員会が中心となり、教職員対象の人権教育講演会を実施する。 

 

７ 健康管理と指導の方針 

保健的習慣態度の向上を図り、疾病異常に対する予防、治療を徹底し、持久的活動能力の

育成に努める。 

教科学習、保健行事を通じて理解を深め、実践をうながし、疾病異常者及び保護者に治療

の勧告を繰り返し行い、あわせて基礎体力の向上を図る。 

 

(1) 学校保健安全計画 

ア 本年度の達成目標 

学校保健安全計画を立案し、健やかなる身体とたくましく生きる力を育てる。 

(ｱ) 健康的な生活習慣と自己管理能力の育成 

(ｲ) 感染症に関する知識の普及と予防の徹底 

(ｳ) 心の問題に対する援助 

(ｴ) 環境衛生の向上 

(ｵ) 危機管理の徹底 

(ｶ) 地域との連携 
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イ 取り組み 

(ｱ) 健康的な生活習慣と自己管理能力の育成 

自己管理能力とは「自己の健康を自己の責任において管理する能力」である。 

健康を自己管理するためには、まずは健康的な生活習慣を確立し、自らの健康状態を

正しく理解することが必要である。健康診断結果の情報や食と睡眠の大切さ等も含め

た正しい知識を発信し、生徒が主体的に行動できるよう支援していく。 

大麻・覚せい剤・危険ドラッグ等の薬物乱用による危害について、薬物乱用防止講演

を実施して正しい知識を身につけさせるとともに、自分自身の健康を守る大切さを教

える。 

 

(ｲ) 感染症に関する知識の普及と予防の徹底 

学校感染症や食中毒の予防、性感染症等に関する指導を行う。感染拡大を防止できる

よう適切な対処を行う。 

 

(ｳ) 心の問題に対する援助 

生徒の悩みの他、学習障がい・精神疾患に関する情報を取集し、担任や学年、教育相

談委員会、スクールカウンセラーとの連携を図り、生徒を支援する。 

 

(ｴ) 環境衛生の向上 

学校薬剤師と協力し、環境衛生検査を実施する。 

学期に１回の安全点検の他、清掃指導時等、日常的に安全点検を行い、施設などの改

善に努める。 

定期的に大掃除を実施するとともに、日常の清掃活動を積極的に進める。 

 

(ｵ) 危機管理の徹底 

防災計画を教職員・生徒に周知し、地震や火災の発生時における全校生の避難訓練を

年２回実施する。光化学スモッグ・ＰＭ2.5 や不審物等防災全般について知識の普及に

努める。 

また、教職員・生徒は、救急処置の意義を理解し、ＡＥＤを用いた処置やエピペンに

よる対応等が実践できる技能や知識習得のために講習会を実施する。 

 

(ｶ) 地域との連携 

生徒・家庭・学校医・地域等の相互連携を学校保健委員会の開催等を通して推進して

いく。 

 

ウ 保健・体育指導計画 

(ｱ) 身体の発育と体力の均衡をもたせるよう基礎体力の育成に重点をおく。 

(ｲ) 授業における指導内容は、活動的で機動性に富んだものにする。 

(ｳ) 教科毎に、目標を示し、課外においても自主的に運動できるように指導する。 
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(ｴ) 体育への関心を高めさせ部活動への積極的参加を推進する。 

 

８ 学校組織の運営方針 

以下の内容を中心に教育活動を行い、(1)～(8)に取り組む。 

⚫ 基本的生活習慣の向上（遅刻指導） 

⚫ 基礎学力の向上（朝学等の充実） 

⚫ 資格取得数の向上 

⚫ 授業力の向上 

⚫ 進路指導の向上 

 

(1) 健全明朗な校風の樹立 

教職員と生徒、または生徒相互が、敬愛し、相互に向上しつつお互いの信頼関係のうえに

立った明朗な校風の樹立に努力する。 

 

(2) 教科指導の充実と学習活動の活性化 

知識偏重の学力観を改め、個に応じた教育の充実を図ることにより、生徒の自ら学ぶ意欲

と思考力、判断力、表現力等を育成する教育を目標とし、留年、退学の防止に努める。 

 

(3) 生徒指導の徹底 

生徒指導体制を確立し、特に家庭との連携を密にして、全校あげて節度ある日常生活と「社

会的礼儀やマナー」の徹底に努める。 

 

(4) 人権教育の推進 

教職員の人権意識の向上をめざし、人権教育委員会の活動を活性化させ、校外の人権研修

の参加や校内の講演会や研修の機会を充実していく。 

 

(5) 勤務の厳正と指導力の向上 

教育者としての倫理観を基底として職責の自覚と、公明で厳正な勤務の徹底と指導力の向

上に絶えず努める。 

 

(6) 教育的環境の整備 

学校情報ネットワ-ク設備を含めて施設・設備の保全活用に一層の配慮を講じ、公共物を

大切にする精神を養い、かつ環境の美化に努めて、情操陶冶のための効果を図る。 

 

(7) 経理の適正化と予算の効率的執行 

教育効果を高めるために効率よく執行するとともに、経理の適正を促し、重点的・計画的

に執行する。 

 

(8) 個人情報の保護 
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個人情報の適正な取扱いの確保を促進し、個人の権利・利益の保護を図り、基本的人権の

擁護に資するため、校内規程に基づいて徹底を図る。 

 

９ 教員の研修方針・研修計画 

教育の成果は、「一に教師の人格とその専門的な素養ならびに研究意欲にかかるものである」

ことを銘記し、自ら進んで研修に努め、識見を高め、学問に対する真剣な態度をもって、

生徒を指導していくよう努力する。 

 

(1) 研究会・学会への参加 

ア 中高の一貫指導を行うため、中学校側が行う教科研究発表会等に参加する。 

イ 各教科研究会には、学習指導に支障がない限り、１名は参加する。また、研究会参加者

は事後に教科内で伝達講習を実施する。 

ウ 各教科に関する、全国的な学会・大会・研究発表会への参加を計画する。 

 

(2) 大学・研究所等の施設の利用 

 

(3) 各科研究授業の促進 

 

(4) 職員集会等における報告と討議 

ア 講習会・研究会・見学会の報告 

イ 学習指導上の問題点について討議 

ウ 最新の話題について発表 

 

(5) 講習会への参加と教育機関の利用 

府教育庁主催の講習会、各教育研究団体の講習会等に参加するとともに大阪府教育センタ

ー等の教育機関を積極的に利用する。また、薬物乱用防止、凶器を用いた暴力行為への対

策、セクシュアルハラスメントの防止、体罰防止、個人情報の保護、いじめ等についての

研修・研究会に積極的に参加する。 

 

ア 普通科 

(ｱ) 生徒の取り組みが、わかりやすく、可視化でき、継続しやすい授業展開をめざして、

各教員が、他教科や専門系の授業を参考にしつつ授業改善を進める。 

(ｲ) 工業教育のありかたを普通科教員が学べるよう、校内における取り組み（ものづくり

コンテストや各種資格試験等）に積極的に関わり、自己啓発に努めるとともに本校に

おける教育をより一層理解するよう努める。 

(ｳ) 校外への研修にも積極的に参加し、ＩＣＴ機器や視聴覚教材の新たな活用法などの導

入を進め、あらゆる角度から生徒の知的好奇心を刺激し向学心を育む。 

 

イ 環境化学システム系 
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(ｱ) 各種研修会、研究会、講習会への参加、工場や研究所等の見学会による研修の他、系

内においても、教員相互の研修の機会を積極的に進め、新しい技術・理論の理解と導

入に努め、その実践と評価を図る。 

(ｲ) 専門諸科目の指導内容を精選吟味し、とくに実験・実習との連携を強化する。 

(ｳ) 各科目間の有機的な連携による総合学習の成果を期し、生徒の学習意欲の向上と、幅

広い視野に立つ化学技術者の育成をめざす。 

(ｴ) 新学習指導要領についてもなお深く研究を進め、その適正な指導法の確立を図るよう

にする。 

(ｵ) 実験・実習指導上の形態や内容については検討を重ね、教科指導の一環としての合理

的かつ効果的な対策について研究を進める。 

 

ウ 機械系 

(ｱ) 各種研修会、講習会、研究会、見学会への参加を積極的に進める｡ 

(ｲ) 外部研修会、講習会参加者による校内研修を実施し、互いの技能レベル向上を図る。

また、教員間による校内研修を実施し、技能の継承を図る。 

(ｳ) 安全面と教育効果の向上をめざすため、施設・設備の保守・点検に努める。 

(ｴ) 積極的に外部講師を招へいし、研修会を開き、教員の技能レベルの向上を図る。 

(ｵ) 生徒主体のわかる授業づくりを行うために、教員間の授業見学、授業研修を積極的に

行う等授業力の向上に努める。 

 

エ 電気系 

(ｱ) 各種研修会、講習会、研究会への参加、産業施設の見学等を活用して研修に努めると

ともに、系内においても教員相互間の研修を積極的に推進し、新しい知識・技術の修

得・スキルアップを図る。 

(ｲ) 生徒の学習意欲の向上に努め、幅広い視野から事象を考察し得る社会人を育成する方 

途について研究する。 

(ｳ) 施設・設備の充実と効果的な利用法について研究する。 

(ｴ) 実験・実習、基礎教科・専門教科・課題研究の内容を精選、吟味し、現在の社会に対応

できるよう改善に努める。 

 

  オ 工学系 大学進学専科 

    工学系においては、現在大阪府下の工学系設置５校と情報交換を行う。また、外部機関

と連携し、関西圏の大学進学に力を入れている工業系高等学校とも情報交換を行う。 

    大学とも積極的に交流し、生徒の授業連携だけでなく、大学側の教員とも意見交換や情

報交換できるように努める。 
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サポート

ＰＴＡ

生活指導部

学校保健

（週１回）

入試選抜
食　　堂

文化祭実行

進路指導部
インターンシップ

生徒活動部
体育祭実行

事務部長 【委員会等】

国語

第２　校務分掌

　１　校内組織

校　長 教　頭 電気系

社会

数学

理科
普通科

保体

芸術

２年学年

英語

家庭

首席

環境化学ｼｽﾃﾑ系

機械系

工学系大学進学専科

１年学年

３年学年

教務部
教育課程

保健部

資格支援主査

職員会議 運営会議

(年３回)

校内首席会

学校運営協議会

科系長会

学年主任会

分掌長会

防　　災
安全衛生
情報管理

(月１回) (月３回)

校長、教頭、事務部長、首席
【その他】 友誼会

科系長、学年主任、分掌長

(週１回)
施設検討（全定）

（月１回）

（常設）

科系の係として
同窓会

いじめ対策

人権教育
教育相談
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（注：ﾟ印は主担者、＊は担任、◇は行政職）

部 係 数 　　　　　担　　　　　　　　当　　　　　　　　　者　　　　　　

ﾟ中川京、玉置、川﨑、矢野、木村、能登、佐藤、溝下、瀧澤

＊坂谷、＊奥村、＊岡本

ﾟ溝下、玉置、川﨑、矢野、木村、能登、中川、佐藤、瀧澤

＊坂谷、＊奥村、＊岡本

儀 式 3 ﾟ玉置、木村、瀧澤

内 規 2 ﾟ瀧澤

入 試 1 ﾟ能登

校 務 処 理 4 ﾟ能登、川﨑、中川、佐藤

人 権 教 育 1 ﾟ玉置

ﾟ富澤、桃井、庄野、松倉、山本賢、大田、林、野瀬、神前和、山田

＊柳本、＊山下、＊河野、＊治村、＊須山

身 だ し なみ 指 導 ・ 異 装許可 ﾟ庄野、神前和、山本賢

再登校指 導・ ピア ス預 かり 返却 ＊柳本、＊山下、＊河野、＊治村、＊須山

遅 刻 指 導

指導ポイント・携帯電話指導

授 業 遅 刻 ・ 途 中 入 室 集 計

巡 回 計 画

駐輪指導・自転車登録・講演会 3 ﾟ桃井、大田、林

企 画 3＋3 ﾟ阪本、橋本、木下、＊植埜、＊津村、＊武長

保 健 管 理 1 ﾟ橋本

環 境 衛 生 2 ﾟ木下、橋本

保 健 教 育 2＋3 ﾟ木下、橋本、＊植埜、＊津村、＊武長

健 康 相 談 2 ﾟ橋本、木下

教 育 相 談 2 ﾟ阪本、橋本

人 権 教 育 1 ﾟ植埜

ﾟ濵﨑、神田、川口、山本博、中谷、大槻、中川侑

＊鶴見、＊黒木、＊吉國

生 徒 会 活 動 3 ﾟ濵﨑、川口、鶴見

ﾟ中川侑

＊鶴見、＊黒木、＊吉國

ﾟ川口、中谷、濵﨑

＊鶴見、＊黒木、＊吉國

鑑 賞 行 事 2 ﾟ濵﨑、大槻

ク ラ ブ 活 動 3 ﾟ濵﨑、中谷、中川侑

図 書 館 活 動 4 ﾟ木村、神田、川口、中谷

校 外 活 動 1＋3 ﾟ濵﨑、＊鶴見、＊黒木、＊吉國

会 計 2 ﾟ神田、中谷

　２　校務分掌表

企 画 7＋3

3＋5

生

活

指

導

教

務

保

健

文 化 祭

生

徒

活

動

3＋3

ﾟ山田、松倉、野瀬

12

12授 業 運 営

庶 務

1＋3

10＋5企 画

体 育 祭

3
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部 係 数 　　　　　担　　　　　　　　当　　　　　　　　　者　　　　　　

ﾟ桂、中田、西上、尾﨑、鈴木、渕脇、井本、星野、奥田

＊小林、＊山本優、＊光石

企 業 就 職 指 導 7 ﾟ桂、中田、西上、尾﨑、鈴木、渕脇、井本

進学・公務員就職指導(奨学金) 4 ﾟ星野、奥田、中田、桂

情 報 管 理 6 ﾟ桂、星野、奥田、西上、鈴木、渕脇

広 報 7 ﾟ桂、中田、西上、尾﨑、鈴木、渕脇、井本

ﾟ桂、星野、奥田、西上、鈴木、渕脇

会 計 1＋3 ﾟ鈴木、＊小林、＊黒木、＊岡本

ﾟ安井、校長、教頭、◇事務部長、小寺、吉井、山内、伊豆田、真田、山本裕、

 中川京、瀧澤、富澤、阪本、桂、濵﨑、＊佐藤、＊犬飼、＊吉岡

ﾟ吉井、校長、教頭、◇事務部長、小寺、安井、

 瀧澤、富澤、阪本、桂、濵﨑、伊豆田、真田、山本裕、中川京、山本賢

6 ﾟ吉井、校長、教頭、◇事務部長、小寺、安井

5 ﾟ安井、山内、伊豆田、真田、山本裕、中川京

6 ﾟ吉井、瀧澤、富澤、阪本、桂、濵﨑

4 ﾟ小寺、＊佐藤、＊犬飼、＊吉岡

ﾟ瀧澤、教頭、能登、野瀬、山内、松倉、夏川、伊豆田、中田、真田 、

森栗、山本裕、石橋、中川京、富澤、阪本、小寺、安井、吉井、新１年学年主任

ﾟ山内、教頭、小寺、安井、吉井、松本、関本、山下、光石、鶴見

＊林、＊須山、＊津村

ﾟ玉置（教育支援コーディネータ）、星野、吉井、阪本、大田、中川侑、山本修、

鈴木、長峯、森栗、＊大槻、＊小林、＊治村、橋本

ﾟ教頭、校長、小寺、安井、吉井、富澤、山内、伊豆田、真田、山本裕、中川京

 橋本、玉置、＊佐藤、＊犬飼、＊吉岡

6 ﾟ小山、石橋、山本賢、坂脇、能登

5 ﾟ小寺、教頭、安井、吉井、◇白樫

9 ﾟ教頭、校長、◇事務部長、中川侑、桃井、津村、尾﨑文、佐藤、産業医

10 ﾟ野瀬、ﾟ太田、玉置、阪本、能登、山田、＊川﨑、＊坂谷、＊黒木、小寺

8 ﾟ吉井、教頭、柳本、黒木、犬飼、吉岡、伊豆田、山本裕、玉置

7 ﾟ教頭、◇事務部長、小寺、安井、吉井、富澤、濵﨑

8 ﾟ山内（書記）、鶴見、神田、安井、黒木、＊佐藤、＊犬飼、＊吉岡

ﾟ安井、教頭、小寺、吉井、瀧澤、治村、山内、川崎、奥村、松倉、濵﨑

植埜、玉置、伊豆田、真田、山本裕、中川京

ﾟ小寺、中田、尾﨑、

＊犬飼、＊柳本、＊小林、＊須山、＊鶴見、＊山下、＊坂谷

ﾟ阪本、校長、教頭、橋本、木下、＊尾﨑文、＊山下、＊津村

 学校三師３名、ＰＴＡ代表２名

4 ﾟ濵﨑、津村、尾崎公、吉井、◇事務部長同 窓 会

サ ポ ー ト

食 堂

防 災

学 校 保 健

6

企 画 運 営 9＋3

13

い じ め 対 策

校 内 首 席 会

17

19

16

科 系 長 会

分 掌 長 会

学 年 主 任 会

資 格 支 援 セ ン タ ー

学 校 運 営 協 議 会 15

9

13人 権 教 育

教 育 相 談 12

分掌内設置の会議

情 報 機 器 管 理

安 全 衛 生

教 育 課 程

イ ン タ ー ン シ ッ プ

その他の会議

入 試 選 抜

Ｐ Ｔ Ａ

18運 営 会 議

各 会 議

庶 務

進

路

指

導
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クラス 教室 １学年 学科 教室 ２学年 学科 教室 ３学年

TA 42 林 ＣＡ 33 柳本 ＣＡ 23 津村

1 43 赤松 ＣＢ 34 小林 ＣＢ 24 奥村

2 44 松倉 ＭＡ 35 須山 ＭＡ 25 河野

3 45 川﨑 ＭＢ 36 鶴見 ＭＢ 26 山本優

4 46 尾﨑文 ＥＡ 37 山下 ＥＡ 27 治村

5 47 大槻 ＥＢ 38 坂谷 ＥＢ 28 黒木

6 48 吉國

佐藤 犬飼 吉岡

ＴＡ ＣＡ ＣＡ

ＣＢ ＣＢ

ＭＡ ＭＡ

ＭＢ ＭＢ

ＥＡ ＥＡ

ＥＢ ＥＢ

文化委員会

執行委員会 図書委員会

保健委員会

体育委員会

クラブ連絡会 運動部（同好会）

文化部（同好会）

体育祭実行委員会

文化祭実行委員会

校外活動委員会

選挙管理委員会

総会

機械制御専科

議会

　４　生徒会活動、部活動担当者（顧問）一覧表

電気技術専科

電子制御専科

　（１）生徒会活動

　３　学年主任、ホームルーム担任一覧表

電気技術専科

電子制御専科

環境システム専科

化学分析技術専科

環境システム専科

学年主任

機械技術専科

機械制御専科

学年主任 学年主任

化学分析技術専科

機械技術専科

工学系大学進学専科
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名称 顧問 主な活動場所 １年 ２年 ３年 合計 男子 女子

陸上競技 中川京、川﨑、石橋、濵﨑 グラウンド 2 2 3 7 7 0

水泳 津村、柳本、山本倫、山下、山本修 プール 1 0 3 4 4 0

硬式テニス 桂、松倉、山本裕、壽川（庄野）、吉田 テニスコート 4 5 4 13 13 0

卓球 川﨑、野瀬、神田、尾崎文 シャワー室 3 1 4 8 8 0

バレーボール 阪本、大田、瀧澤、須山、古田 体育館 13 13 3 29 26 3

バスケットボール 安井、鈴木、星野、犬飼 体育館 12 11 5 28 27 1

バドミントン 山本優、中田、瀧澤、伊豆田、山内 体育館 8 2 8 18 17 1

弓道 山本賢、赤松、佐藤、光石、松本 弓道場 13 6 2 21 16 5

剣道 吉國、山田 剣道場 0 0 0 0 0 0

柔道 河野、井本、中川侑、坂脇、林 柔道場 1 3 1 5 5 0

サッカー 吉岡、小寺、中川侑、桃井 グラウンド 6 2 1 9 9 0

ウエイトトレーニング 山内、吉井、大田、壽川（庄野）森栗 ウエイトトレーニング室 3 3 10 16 16 0

硬式野球 富澤、犬飼、須山、小林、桃井、濵﨑 グラウンド 10 3 2 15 15 0

計 76 51 46 173 163 10

名称 顧問 主な活動場所 １年 ２年 ３年 合計 男子 女子

軽音楽 大槻、木下、松倉、林 視聴覚教室 14 3 10 27 24 3

理化学研究 小山、中田、小林、山本博、山本修 理科実験室 0 1 4 5 5 0

自動車・ソーラーカー 真田、尾﨑公、中谷、井本、関本 自動車部ガレージ 3 4 3 10 10 0

美術・漫画 植埜、野瀬、神田、柳本、尾崎文 美術教室 2 1 1 4 4 0

電子工作 吉井、山本裕、石橋、関本、長峯 電気系照明実験室 3 3 5 11 11 0

マテリアル研究 津村、山本博、黒木、森栗、長峯 総合実習棟 0 2 3 5 3 2

情報処理 能登、光石、坂谷、山田、坂脇 情報処理室 2 2 2 6 6 0

エコデザイン 小寺、赤松、伊豆田、黒木、松本 グラウンド・校外 2 5 0 7 3 4

放送 治村、坂谷、木下、鶴見、古田 放送室 0 4 1 5 4 1

園芸 玉置、星野、鈴木、佐藤、吉國、夏川 花壇 0 1 4 5 4 1

計 26 26 33 85 74 11

名称 顧問 主な活動場所 １年 ２年 ３年 合計 男子 女子

自転車同好会 太田、尾﨑、安井、吉田、夏川 校外 5 4 5 14 14 0

演劇同好会 鶴見 302教室 0 0 0 0 0 0

生徒会執行部 濵﨑、山本倫、木村 生徒会室 5 9 5 19 13 6

計 10 13 10 33 27 6

総合計 112 90 89 291 264 27

内訳

（２）　部活動担当者（顧問）一覧表
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